
1969年度発見の平城宮木簡

1969年度平城宮跡発掘調査部の調査　２

　1969年丿隻の平城宮跡発掘調査では，総計216点の木簡を発見した。以下，調杏の順をおっ

て，その概要を報告する。なお，これらのうち主なものは，さきに公刊した『ヽﾄﾞ城宮発掘調

杏出土木簡概報（七）』C1970年２月刊）に収録した。

　第２次大極殿東外郭出土木簡　　大垣ﾀﾄ側の１段低くなった地区で検出した小土端から14点

出土した。このなかで注目されるのは，陰陽寮に関係するもの執数点あることである。た

　　　　　　　　　とえば木簡１は陰陽寮から大炊寮に食料を請求した文書（移文）である。
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木簡１

　　　　　　　　　　（升カ）このほかに「陰陽寮受飯ハロ」，「陰陽寮解中宿直口」，「陰陽師」など，

陰陽寮の役所内部で記録されたと考えられるものがある。したがって，

木簡１は陰陽寮で控えとした案文か，ある卜は大炊寮に差し出し食料を

受け取って，それとともに陰陽寮に返され廃棄されたものか，両様の解

釈ができる。これらの木簡は出土地付近に陰陽寮が存在したことを推定

させるひとつの硯拠となる。この出土地付近が平安宮古図にみられる陰

陽寮の位置とも符今することは先にふれたとおりである(35頁参照)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（壹力）　　　（大力）このほか貢進札として，（表）「近江国乗田價銭口つ」，（裏）「口口口

口」がある。これは，近江国が乗田（＝公IH，白‘姓に班給Ｌ残った田）を賃

租Ｌ，その賃租料を銭貨で納めたものである。木簡に賃租資料がみられ

るのははじめてであり，天平８年３月の太政官奏（万|ぷず,抑），および大

宝・養老両令条文の異同などの問題と関連する重要なものである。裏面

の年紀ぱ，全体の字数からみて，「天平」と考えるのが妥当であろう。

年紀銘ではっきりするものには，習書で「天平」があり，このほかに

「大養徳国（二大倭国）」と記したものがある。『続日本紀』では，この表

記法は，天平９年12月から同19年３月の期間に限定される。

　左京一条三坊十六坪出土木簡　　遺跡についての概要（37頁参照）でのべ

たように，本地区の遺構はＡ－Ｅ期の５期におけることができる。この

うちＣ期にぞくする南北溝から33点出土しか。おもなものは，貢進札の

10数点てある。　貢進物名が判明するものは，白米・庸米にかぎられて

おり，なかでも参河国八名･額田･青の３郡の貢進札が７点あるのが注目

　　　　　　　　　　（官力）される。このほか，「コ奴婢食料米一班」がある。年紀銘は，和銅６年

(713)・霊亀３年(717)・養老７年(723)など，奈良時代も比較的早いとこ

ろにかぎられており，その頃の平城京の建設状況や，平城宮との関係を

考えるひとつの手がかりとなろう。　ほかに，「槃毅論　夏」の習附加あ

り，楽毅論が臨書の手木として重んじ,られていたことを裏書きする。

　　　　　　　　　　― 42 ―



　　　　　　　　　　　　　　　1969年度発見の平城富木簡

　東三坊大路東側溝出土木簡　　42点出土した。全体に断片的な史料が

多卜が，「人々荊」と記した題籤，習書で「波羅密多経巻」と記した

もの，「天長５年（828）」（木簡４），「天長７年（830）」の年紀をもつも

のなどが注目される。

　しかし，もっとも注意をひくのは，告知札と名づけるものである。

　告知札は現在までに発見された平城宮木簡の中では最大級のもので

ある（木簡2 : 100.０ｃｍ,木簡3: 87.6cm,木簡4 : 113.4cm)。長方形の材の下

端部を尖らせ，文字は全体に記すのではなく，下方に広い空白部を残

して卜る。これらは「告知往還諸人」で始まる例（木簡２）のように，

不特定多数（たとえば往還諸人）に告げ知らしめるための右のであっ

て，特定の授受関係をもった往復文書ではな卜と考えられる。木簡の

下部を空白にしているのは土中に埋め込むためであろう。この種のも

のは後世の制札などに使用されたものと系統を一にすると卜えょう。

　管見にょれば，たとえば『類聚三代格』にみえる，禁制を内容とし

た太政官符には，その伝達手段として交通の要衝などに膀示し告知す

る二とがおこなわれていた二とがみえる。また，賦役令赴役身死条に

は匠丁が路次で死亡した場合，これを路傍に埋め殯めて本籍地に報告

せよとあり，そのとき姓名・容姿などの特徴を記した「牌」を立てさ

せた。捕亡令有死人条・獄令因死条などにも同じような規定があり，

埋葬した上に膀を立てるように命じて卜る。

　卜っぽう『三代格』には，京の喪儀が僣奢になることを禁止した太政

官符に，その伝達方法として「所在の条坊および要路に於いて明らか

に膀示を加えよ」として卜る借笠び古）。また，僕隷が病を患って路

次に追い出され，看護人もなく餓死してしまうような弊害をいましめ

たものには「掲て要路に膀示し,分明に告知せよ」とあ列苧‰音符）。

令，三代格いずれの場合乱死者の家族ある卜は往来の人々に熟知さ

せる手段として膀示されたのである。今回発見の木簡もこうした範躊

に入れられるべきものと考え，仮りに「告知札」と名づけた。この告

知札は太政官符にみられるょうな禁制札とはいえな卜が，盗みとられ

た斑牡牛を作物を喰卜あらしたので捉え預かったり（木簡４），また行

方不明となって捜している馬の特徴をそれぞれ記し，心当たりの者に

告知するという方法は上記のような制札とその性格を同じくするもの

である。以下，その内容につ卜て考えよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－43－
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木簡２



　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良国立文化財研究所年報

木簡２は往来の諸人に黒鹿毛の牝昌一匹の捜索を依頼したものであ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）る（口絵３）。「馬が山階寺（興福寺）の南花薗にあった池（猿沢池）あた

りから逃げたので，もし捕えた人は山階寺の僧房の中室ピ面僧房の東

室）第三房の主まで知らせてほし卜」と卜う右の。管見では,興福寺中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）室と卜う呼称は11世紀けじめごろから記録にみられるが，卜つごろか

ら中室と呼ばれていたかはっきりせず，二の意味で新しい資料を提供

したと卜える。また，おそくとも10世紀前半の段階で，中室の呼称が

確実視されると，三面僧房の位置より東の地域に僧房が存在し，これ

を東室と呼んでいたことがわかる。となると，興福寺の伽藍縁起を記

した『山階流記』に収める天平前記・天平記・宝字記・延暦記などの

記録の史料批判ともあわせ，興福寺僧房，とりわけ三面僧房と東地域

にあった東室との関係，東室の創建時期などについて再検討をせまる

資料が発見されたことになる。

　木簡３は，盗みとられた斑牡牛の発見者は，大和国山辺郡長屋井門

村（天理市井戸堂か）に告げ来たれと卜うものである。長屋は万葉集（

1―78)にみえる，藤原古京から平城京に至る路次の長屋原であろう。

この地域で盗まれた牛を平城京の北端に近い，大和と山背の国堺で告

知することを考えると，ここに至る道が重要視されて卜たことが知ら

（3）
れ，また，発掘地域が交通の要衝であったことをも裏づける。

　山背と大和とを結ぶ交通路としては，卜ままで，歌姫越え，奈良坂

越えが考えられてきた。しかし，最近，恭仁京の歴史地理学的研究を
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木簡３　　木簡４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）通じて，「コナベ越え」と呼ぶ道の存在が想定されている。現在の関西線沿いの小谷を通っ

て平城京に至り，コナベ古墳の東辺を経て，東二坊大路か平城宮東辺にっくルートである。

今回の調査成果からみると，ウワナベ古墳東辺を経て東三坊大路に接続さぜる道が存在する

可能性も大きい。今後の十分な検討が必要である。

註　１　『山階流記』（『大日本仏教全書』興福寺叢書第1 1915.5)にはつぎの記載がある。

　　　　宝字記云，南花薗四坊，在池一堤，天平記云，名佐努作波。

　　　　なお興福寺については，大岡　実『南都七大寺の研究』(1966.10)参照。

　　２　『造興福寺記』（『大日本仏教全書』興福寺叢書第１）永承２年(1047) 12月14日条。

　　３　岸俊男「大和の古道」（橿原考古学研究所編『日本古文化論放』1970.5)参照。

　　４　足利健亮「恭仁京の歴史地理学的研究　第一報」（史林　第52巻第３号, 1969. 5)
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(横田拓実)


